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平成３０年度第１回淀川区区政会議 

 

日 時：平成３０年７月１２日（木） 

   午後６時３０分～午後８時２５分 

場 所：淀川区役所 

    ５階会議室（５０１～５０２） 

○久保政策企画課長 

 定刻となりましたので、ただいまより平成３０年度第１回淀川区区政会議を始めさ

せていただきます。 

 私は、本日、進行役を務めさせていただきます、淀川区役所政策企画課長の久保と

申します。どうぞよろしくお願いたします。  

 委員の皆様には、ご多用中のところご出席いただきまして、まことにありがとうご

ざいます。 

 それでは、開会に先立ちまして、区長の山本よりご挨拶申し上げます。  

○山本淀川区長 

 皆さん、こんばんは。ただいま、ご紹介いただきました淀川区長の山本でございま

す。本日は皆様方、大変お疲れのところ淀川区の区政会議にお集まりいただきまして

本当にありがとうございます。また、いつも先生方もどうもありがとうございます。  

 さて、本日の議題いろいろ、また盛りだくさんではございますけれども、議題の１

の大阪府北部地震につきまして、ちょっと触れさせていただきたいと思います。既

に、この内容で何度かご挨拶させていただいていますんで、前も聞いたという内容も

あろうかと思いますけども、その点はご了解いただきたいと思います。  

 皆さんも御存じのとおり、６月１８日７時５８分、北区のほうでは震度６弱、淀川

区では５強の地震が発生したところでございます。私も、現在、防災の関係で区役所

の近くに単身赴任をしておるんですけども、ちょうど朝の身支度をしているときに、
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下から突き上げられるような激しい揺れがあったところでございます。ただ、津波の

心配はないというような報道がすぐされましたので、一応、津波で戻れなくなったと

き用にということで食料を若干備蓄をしておりましたが、それは持たずに区役所のほ

うに向かったんですけれども、区役所までの５分ぐらいの間のところに、十三地域の

見守り隊の方が２カ所で見守ってくださっていました。それで、お聞きすると、すご

い揺れたけど、大丈夫やよというふうに言っていただいていたんですけれども、その

ときには、お隣の東淀川区で、見守りに向かわれている方がああいう痛ましい犠牲に

なられているということは、全然承知しておらなかったところでございます。  

 約１週間経ちました７月１日の日曜日に、子ども会主催の小学生女子のキックベー

スボール大会がありまして、開会式に出させていただきました。地域からたくさんの

小学生の女の子が、ユニフォームに身を包んで開会式に並んでいるということですご

くかわいらしいですし、りりしい姿で、本当にいいなと思ったんですけども、考えて

みますと、高槻市では、ちょうどこの大会に出ているような小学４年生の女の子が、

ああいう痛ましい犠牲になっているということで、この大会は４５回目という非常に

伝統ある行事でございまして、子ども会の皆様方や地域の皆様方のおかげで、こうい

う震災があったにもかかわらず、当たり前のようにこうやって開催できているんです

けれども、こうしてこの子らが開会式に立てていること自体がすごい幸せなことの積

み重ねで、今こうやって開会式に並べているんだなということを感じたところでござ

います。 

 ということで、こういう当たり前がずっと当たり前であり続けるように、地域の皆

様方と一緒に、今回の地震で本当に淀川区として地震、災害に対する取り組みが甘か

ったという点も気づきましたし、地域の皆様方もいろいろお気づきの点があろうかと

思いますので、その辺をしっかり共有していきたいなというふうに考えておるところ

でございます。 

 これは余談でございますけれど、７月１日の小学生女子キックベースボール大会
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で、淀川区で優勝したのが宮原地域の子ども会のチームなんですけど、７月８日に大

阪市各区の優勝チームが集まって、市子ども会主催の大会があったんですけど、その

宮原地域のチームが見事優勝いたしまして、２４区で優勝チームになったということ

を子ども会のほうから聞きまして、非常にうれしく思ったところでございます。 

 さて、この地震ですけれども、同じ区の中でも非常に状況に差があるというのは１

つの特徴かなというふうに思っております。いわゆる被災証明ですね。建物にひびが

いったとか、中の家財が壊れたとかというので、その証明を求められる方、７月３日

１７時半の段階で、一旦２４区の集計が出たんですけど、例えば、天王寺区ではそう

いう被災証明の申請が、全くなかった。ところが、この段階で、淀川区においては１

５４件と、すごい差が出ていまして、それで、とりあえず７月１１日ですか、きのう

の夕方の段階で集計をしましたら、淀川区ではますます増えて２４２件というような

ことになっていますし、まだ、大型マンションで外見はあんまり被害が出ていないの

で、いわゆる外から見る第１次調査では対象外になるんですけど、上の高置水槽とい

うのがございまして、ちょっと水没してということでも、被害があるだろうとその理

事長さんも言われてるのが１００件近く。そして、まだちょっとコンタクトがとれて

いないのも９０件ぐらいということで、これからどのぐらい増えるかわからないよう

な状況でございます。今、区の職員は特別体制で通常業務以外で、被災証明とかの関

係で別働隊を組んで対応しておりますけれども、件数によったら、ほかの区からもち

ょっと応援を頼んで、市長からもできるだけ被災証明を早く出すようにという指示も

来ておりますので、精いっぱい対応していきたいと思っております。  

 また、今テレビで西日本豪雨で、大変な、これも、どのぐらい広がるかわからない

ようなまだ状況ですので、こういったことを見ても、ああ、避難所ではこういう問題

が出てくるんだなとか。ある自治体で、連絡つかないお年寄りのためにタブレットと

か渡しているけども、結局、ちょっとすごく業務が忙しくて途中までは連絡を入れて

いたけども、肝心な避難してくださいというようなあれができていなかったというよ
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うな事例も報道されているんで、本当に、いろんなことから学んでいかないといけな

いなというふうに考えておるところでございます。  

 本日は、そのほか運営方針の関係とか、またその様式の感想とか、少しは皆さん方

によくわかっていただくようにというようなこととか、いろんなことにつきまして、

ご意見をお伺いしたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。  

 以上でございます。 

○久保政策企画課長 

 それでは、お手元の資料の確認に移らさせていただきます。  

 まず、次第と書かれた１枚物。続きまして、区政会議委員名簿、裏面に座席表をつ

けております。続きまして、右肩に資料１「大阪北部地震に関する対応について」と

いう１枚物。資料２「大阪北部を震源とする地震について区政会議委員のみなさまか

らいただいたご意見」ということで、表裏印刷の１枚物。資料３「平成３０年度淀川

区政会議第１回安全・安心なまち部会議事要旨」ということで、ページが６ページま

でつけておるもの。続きまして、資料４、同じく「平成３０年度淀川区区政会議第１

回教育・子育て部会議事要旨」、８ページまでのもの。続きまして、資料５、コミュ

ニティ力向上部会、ページが５ページまでつけております。続きまして、資料６です

が、Ａ３横版の、タイトルが「区政会議における２０１９年度（平成３１年度）運営

方針に関する意見への対応方針」というのが表裏印刷されたもの。続きまして、資料

７、「運営方針の様式見直しにかかる検討状況について」というものをつけておりま

す。続きまして、資料８「2018 年度淀川区運営方針の改定履歴」。資料９、Ａ４の横

版になりますが、「平成２９年度運営方針淀川区区政会議委員評価シート」をつけて

おります。続きまして、資料１０「平成２９年度運営方針区役所の自己評価（抜

粋）」をつけております。その後ろにＡ３をとじ込んでおります。続きまして、資料

１１、かなり分厚目のものですが、「平成２９年度運営方針区役所の自己評価記載

分」。続きまして、「よどマガ！」７月号。「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」４３号。それと、
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委員の皆様には、ご意見票という形で、本日時間の関係等でご質問いただけなかった

こと、もしくはこの会議の後にお気づきの点がありましたらば、お書きいただくもの

になります。最後になりますが、紹介名簿をつけております。これは、前回の部会で

お渡ししたものを一部修正したものになります。お手元にお配りしているものは以上

でございますが、不足のある方はおられませんでしょうか。あれば、挙手をお願いし

ます。よろしいでしょうか。 

 それでは、私から区政会議委員の皆さん方をご紹介させていただきますが、お手元

の先ほどの次第の次の委員名簿と裏面の座席表がもとになっているものをつけており

ますので、ご参照ください。 

 本日の出席につきましては、今申し上げました委員名簿、座席表をあわせてご参照

いただきながらお願いしたいと存じます。 

 淀川区の区政会議は、地域団体推薦の１８名の方と公募選定委員の４名の皆さんで

構成されています。なお、本日の会議、東三国の板谷委員及び西三国の新井委員につ

きましては、所用のためご欠席となっております。なお、西三国の新井委員につきま

しては、地域の推薦を受けまして、５月１日付で就任されました。なお、新東三国の

浅野委員と十三地域の久本委員につきましては、到着が遅れておられるようです。 

 現在、区政会議委員、２２名中１８名が出席されております。定数の２分の１以上

の委員が出席でありますので、会議が有効に開催されていることをご報告させていた

だきます。 

 続きまして、淀川区選出の市会議員の方々、ご出席いただいておりますので、当番

幹事順に紹介させていただきます。  

 山下議員です。 

○山下市会議員 

 皆さん、ご苦労さまです。 

○久保政策企画課長 
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 寺戸議員です。 

○寺戸市会議員 

 こんばんは。お疲れさまでございます。  

○久保政策企画課長 

 続きまして、区役所の職員につきましても、座席表に職員名と役職をつけておりま

すので、個別の紹介は省略させていただきますが、前回の区政会議以降、異動があり

ました者の名前のみ紹介をさせていただきます。  

 いずれも４月１日の異動になりまして、副区長の中喜多。総務課長の西。窓口サー

ビス課長の畑中。そして、私、政策課課長の久保の４名でございます。よろしくお願

いいたします。 

 この会議は、午後８時２０分をめどに、３０分までには終わってまいりたいと考え

おりますので、ご協力いただきますようよろしくお願いします。  

 また、発言、説明の際には、できるだけ簡潔にまとめていただき、スムーズな進行

にご協力いただきますようお願いします。  

 それでは、１枚目、次第に沿って議題に移らさせていただきます。ここからは、福

岡議長にお願いします。よろしくお願いします。  

○福岡議長 

 皆さん、こんばんは。議事進行役といたしまして進めさせていただきたいと思いま

すんで、よろしくお願いしたいと思います。  

 本日は、本年度の第１回目の全体会議ということでございます。先ほど、区長さん

からもございましたように、本日の議題の中には、６月１８日の大阪北部地震に関す

ること、それから、先日来、皆様方に討議いただいております、各部会でのご意見、

これを全体会議の中で共有をしていきたいというふうに思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 それで、今日は盛りだくさんな内容があるそうでございますので、皆様方のご協
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力、よろしくお願いをしたいと思います。それでは着座にて進行させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に従いまして、３議題に進めさせていただきたいと思います。議題

（１）の大阪府北部を震源とする地震について事務局より説明をお願いいたします。 

○新井市民協働課長 

 皆様、こんばんは。市民協働課長の新井です。  

 資料１につきまして、ちょっとかけて説明させていただきます。  

 「大阪北部地震に関する対応について」。６月１８日月曜日７時５８分、最大震度

６弱の大阪北部地震が発生。淀川区は震度５強。８時１０分、大阪市災害対策本部設

置。８時５２分、淀川区災害対策本部設置。１０時１０分、区内全ての小中高校に災

害時避難所を開設、全２７カ所。１０時１５分、区役所職員１１１名・直近参集職員

３０名・来庁区民１０１名でした。１６時時点で、区役所職員１７５名、うち区災害

対策本部付６２名、残りは通常業務の対応です。１９時００分、災害時避難所を２７

カ所から１８カ所に集約。１７小学校及び新北野中学校ということで、１地域１カ所

に集約いたしました。２１時００分、避難者のいる４カ所を除く１４カ所を閉鎖。東

三国小学校３名、西三国小学校５名、神津小学校１名、田川小学校２名です。  

 ６月１９日火曜日６時３４分、避難者が退出したことから、４カ所の災害時避難所

を順次閉鎖しました。１８時００分、各校門前に区災害対策本部への連絡先を掲示。

西三国の施設に臨時で避難所を開設。避難者２名。  

 ６月２０日水曜日９時、西三国も避難者が退出につき閉鎖しました。区災害対策本

部は引き続き２４時間設置中。 

 ６月２５日月曜日９時、区役所において、被災証明証の申請受け付けを開始しまし

た。７月１１日時点で、申請数が２４２件。１９時３０分、区対策本部は解除。ただ

し、緊急時の連絡体制はあります。  

 ６月２６日火曜日、義援金箱を区役所１階のバス停の案内表示のところに設置いた
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しました。７月１０日時点で集まった義援金は、約８５００円ほどございます。それ

から、ブルーシートは６月１８日当日から配布しておりまして、７月１１日時点で、

申請数が２５件、６９枚を配布いたしました。 

 報告については、以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告、並びに皆様方からの、この北部地震に関してのご意見

をいただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  

 事前にいただいておりますご意見は、資料２のほうでございますので、目を通して

いただきたいと思います。皆様方のご意見ございますでしょうか。挙手でお願いいた

します。 

○増田委員 

 はい。 

○福岡議長 

 増田委員、よろしくお願いいたします。  

○増田委員 

 こんばんは、増田です。よろしくお願いします。  

 私がいるところは新東三国地域なんですけれども、恐らく北摂に一番近いというこ

とで、東三国３丁目というところが一番揺れたのではないかと思います。小学校もそ

のところにあったので、小学校の中でもかなり建物の被害もありました。ところが、

本当に道を隔てて、同じ地域内の２丁目は、ほぼ大丈夫だったということで、地域の

中でも、これが大変な災害なのか、そうではないのかというところに温度差があった

と思いました。その中で、皆さんも書かれていたんですけれども、やはり私も安否確

認とかそういったものも町会内だけで済ませるものなのかどうかということをとても

迷ったんですけれども、町会の安否確認が幸運にも午前中ぐらいに済みそうだったの
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で、私は小学校のほうに行ったんです。それが９時半ぐらいだったと思います。そこ

で、市役所の直近参集の方と合流して、小学校に災害対策本部をつくったというとこ

ろに立ち会うことになりました。ところが、そのときに、今までの避難所運営訓練を

していたのに、できなかったことと、できたことがあったんです。やっぱりできなか

ったことは、果たして災害対策本部にみんなが参集するのかどうかというところをと

ても迷ったところだったので、それはもう大阪市と合わせて、震度５の時点で、自動

参集しようということで、このことは今回のことでクリアになったんですけれども、

ただ、この程度だと在宅避難というのが、ほとんどだったんです。在宅避難というこ

とを連絡するということが、多分、今までの訓練ではあったと思うんですけれども、

その被害状況の連絡というのが町会からは来なかった。こちらのほうからどうですか

ということを聞いていくという形になったんですね。なので、そういったことを、町

会全体で在宅避難をしていますというときにでも、やはり、そのことを本部のほうに

知らせる必要はあるというふうなことを感じました。  

 それと、あとはいろいろあるんですけれども、一番皆さんに伺いたいことが、災害

時要援護者の安否確認をどうされたかというのを、されたとか、それとかあんまり揺

れなかったから、されなかったとかで全然構わないので、伺いたいなというふうに思

ってるんです。ちなみに、私達の町会は、無事というのと、要援助というプレートを

配っていて、それで全戸放送が生きていたので全戸に放送を流して、無事というのを

出してくださいって言ったら、ほぼ７５％ぐらいの方が一発目に出してくれたんです

ね。なので、避難所運営訓練をしていたときと同じ形でラインマーカーで、ずっと無

事というのを、今日持ってきたんですけれども、記すことができたんです。それを記

して、何時何分というふうにしておくと、後でチェックしていくのが楽だったので、

やっぱり私達のところは要援護者の安否確認は地図落としというのがすごく有効だな

というふうに思いました。一応、全戸放送も今後もするんですけれども、そこも震度

５になった時点で、住民の人には、自動的に無事なら無事、助けてほしいんだったら
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何とか助けてほしいというのを出してほしいということを、全戸に連絡するようにし

ました。本当に、このぐらいの規模の地震で、そのことを実際にやることができて、

午前中に４００世帯の安否確認がほぼ終了したので、そのことは今までの訓練が生き

たかなというふうに思っています。  

 そういったところで、エレベーターとかも多分、皆さん、止まったと思うんで、私

達もみんなで歩いていったんですけれども、どうだったとかということを伺えたらな

というふうに思います。 

 よろしくお願いします。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 ちょっと、全戸放送というのがよくわからないんです。そこをちょっと説明いただ

けますでしょうか。 

○増田委員 

 マンション町会なんですけれども、うちのマンションは、管理事務所から全戸向け

に放送を流せるシステムになっているので、今、地震がありましたけれども、無事な

ところは家にプレートを出してくださいというのを入れたんですね。  

○福岡議長 

 町会というのは、マンション全体が１つの町会になっているということですね。  

○増田委員 

 マンション町会。はい、そうです。  

○福岡議長 

 わかりました。ありがとうございます。  

○増田委員 

 ありがとうございます。 

○福岡議長 
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 皆さん方、今の要援護者の見守りですかね。安否確認についてどうだったかという

ことに関しまして、ご意見がございましたらお願いをしたいと思います。  

 一丸委員、よろしくお願いいたします。  

○一丸委員 

 神津ですけど、安否確認は、神津の町会はしておりません。ただ、保護司さんと

か、ネットワーク委員の方が一部ちょっと自主的にやられたところもありましたけ

ど、ほとんどは安否確認はしてない状態です。ほとんど、見た目にも被害が出ていな

かった状態でしたので、それほど大した被害はないだろうということで、自主的には

回っておりません。 

○福岡議長 

 ほかの地域の方は。米山委員。 

○米山委員 

 野中地区の米山です。私、たまたま民生委員をやっておりまして、独居高齢者の

方、友愛訪問の方を対象にしまして、連絡先を把握しております。ですから地震後、

家の中の多少の食器の割れたものを片づけて、まず、独居高齢者の方に１人ずつ、け

がはないかとかお電話いたしまして。マンションですので、上の階の方はやっぱり食

器が割れたとかおっしゃってましたけど、体にけがはなかったかということだけは確

認して安心いたしまして、電話をかけても出られないとこはちょっと心配になりまし

て緊急連絡先のほうに電話入れまして、親子兄弟、親戚関係ですが、そこに確認した

ら、ああ電話もらいましたからということを聞いて安心した次第です。だから、けが

人は一切なかったので、よかったなと思っております。  

○福岡議長 

 電話は、かかりましたか。 

○米山委員 

 電話かかりましたよ、私のとこは。  
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○福岡議長 

 何時ごろですか。 

○米山委員 

 ９時ごろには、私もう電話しましたけどね。 

○福岡議長 

 ９時に。 

○米山委員 

 はい、９時から１０時にかけ。 

○福岡議長 

 そうですか。私は、その時間全くかからなかったです。  

○米山委員 

 そうなんですか。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。かかるところもあったんですね。  

 そのほか。西尾委員、よろしくお願いいたします。  

○西尾委員 

 新北野のほうも各町会長さん達がご自分の町会の独居老人のところとかに行ってお

られましたし、今度の震災で、私達役員が決めたのは、震度５になりましたら、自分

の町会の安否確認をした後に、新北野の福祉会館に役員は集合する。そこで、避難所

を開設するとか、後のことを考えようという新北野ルールを、このたび決めることが

できました。地震があって、そういうことができたということで、よかったと思いま

す。 

 その日も、旅行でいらっしゃらない役員の方々も結構おられたんですが、やっぱ

り、皆さん連絡をとり合うということがすごく大事やなというのが、今回よくわから

れたと思います。ありがとうございます。  
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○福岡議長 

 どうもありがとうございます。 

 そのほか、ご意見ございますでしょうか。  

○岡鼻委員 

 はい。 

○福岡議長 

 岡鼻委員、よろしくお願いいたします。  

○岡鼻委員 

 新高の岡鼻と申します。お願いします。  

 私どもも１つの町会はマンションで、増田さんと全く同じなんですが、朝、見守り

をしてる関係で外におりました。最初、地震のときは、自分が脳溢血かなんかで、自

分が揺れてんのか地面が揺れてんのかがわからなくて電柱につかまってたら、すぐに

やんだので、あ、これは地震なんだということで、すぐ我に返って、子どもがすぐ、

ここにも書いてありますけど、遠い子は登校途中でしたので、泣きながら来る子と、

全く無表情で来る子のフォローが要りましたので、すぐに我に返ったというのが現実

でした。大半は子どもはお母さん方、父兄が連れていかれたということで、ここに書

いてあるとおりなんですが、マンションのほうは、見守りしているところの目の前が

自分のマンションなんですが、町会長ということもありまして、まずはエレベーター

が３基あるんですけど、もうこの時間に、７時５８分にまずエレベーターに人が乗っ

てなかったという、子どもなり、お勤め人の方が、この時間に乗ってなかったんで

す。これが奇跡やなと思って、まずそこで感謝したのをすごく鮮明に覚えておりま

す。もちろん、エレベーターもとまりまして、１５階建なんですが、そのうちしばら

く外に１時間、２時間とおりまして様子を見てて、救急車とか来ないかとか、いろい

ろ見てたんですけど、ガスが出ないということで、ぼちぼち苦情がというか、おりて

こられたので、順番にもう１戸ずつずっと回りました。そういうアナログ的なことな
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んですけど、１戸ずつ。ガスの開栓、ボタンを押したらいいだけなんですが、意外と

御存じない方がいらして、多分、その夜にテレビでコマーシャルされるようになっ

て、そういうことがありまして、開栓も兼ねて安否確認をしました。どこもご一緒や

と思いますけど、上層階は相当揺れたみたいで、１日片づけに追われてる方、玄関ま

で出られへんのやと言って、どうされたんかなと思ったらひっくり返っていて出られ

へんねん、自分がひっくり返ったんかなと思ったら、荷物がひっくり返ってというこ

とで、玄関まで出てこられへん、もう今日は１日片づけやみたいなこともおっしゃる

方もいてて、外からガスの開栓だけをして帰りますということで、そういう感じでし

た。 

 町会自体は、だから、部屋の中にいてる方と外にいらっしゃる方の結構温度差があ

ったみたいな感じはしました。 

 子ども達のこともここに書いてあるとおりに、とっさにどうしたらいいのかなっ

て、親御さん達も学校ありますかって聞いてこられる方も、飛び出してこられる方も

いらしたので、どうしたらいいかなと一瞬は思いました。  

 そういうことで、やっぱりいざというときに、どうするべきか一戸一戸はそういう

ふうに回りましたけど要援護者も全部無事で大丈夫でよかったなと思っております。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 見守りにおいて、回られてここが問題だったなというようなことがございました

ら、ちょっとご意見いただけたらと思います。 

○泉委員 

 三国のほうは２３町会ありまして、手挙げ方式での要援護者名簿、町会長と女性会

なり、防犯が持ってるというのが普通なんですけども、当日は午前中で、２３町会中

１３町会が確認できて、１人が小指骨折と、ブルーシートは何日かたってから２張り

というか、出ております。あとの被害状況としたら、体育館ではクラックという亀裂
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が出たというのが何カ所かあったというような状況でして、ただ、今、申しましたよ

うに、２３町会全てが午前中に動けるかというたら、そうではなくて、やっぱり１日

２日かかって、最終的には町会長がショートメールなりで確認しながら集約したとい

うような状況でございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 それぞれの町会のほうであるようでございます。何かほかに。増田委員。  

○増田委員 

 それで、私達の地域は３月にワークショップをして、要援護者の名簿の更新をする

ということで更新作業をして、その名簿が回収されてた状態だったんですね。それ

で、私は町会長なんで、それを実は手にしてなきゃいけなかったんだけれども、私の

手元にはなかったということがあったので、例えば、多分それぞれのワークショップ

があって返却されてくるということがあると思うんですけれども、３月で、６月に返

却されてないということは、３カ月間というところは名簿がない状態だったんです

ね。でも、実は、要援護者であろうとなかろうと、全員の安否は確認しようというこ

とを町会で申し合わせていたんですけれども、この名簿の持ち方というのは、もうち

ょっと考えたほうがいいなというふうに思いました。紙ベースで更新の都度、手元に

ないという名簿ということだったり、それから、分厚かったりするので、やっぱり地

図落としもそのときしているので、せめてあの地図は控えとして持てるような形にな

ると、地図を持って私も下に下がったので、システムというかやり方というのは、み

んなで考え直したほうがいいなというのは１つ思いました。  

 以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 私が要援護者のとこを回らせていただいたときに、ちょうど２番目の資料で書いた
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んですけども、１つ問題というんですか、これは課題だなと思いますのは、実は私、

１７名の方がおられるんですけども、その１７名の中のお１人は耳が全く聞こえな

い。ですので、呼び出しても出てこれない。それから、もう一人の方は、ヘルパーさ

んがおられないとインターホンにも、鍵もあけれないという方がおられるんですよ。

その方の確認は、実はできてないんですよね。そういうようなときに、そのままどう

するんだなと、実は悩んでるところなんです。本番のときは、どうすべきなんかな

と。ここにも私、２番に書いておりますけれども、実にスムーズに回れたんですよ。

皆さん、友愛訪問のときは、なかなか会えないんですよね。デイケアに行っておられ

るだとか、あるいは娘さんが来たからカラオケに行きはりましたよとか言ってて、会

えないんですけども、ほとんどの方がおられたんです、朝、早かったもんですから。

ところが、そういう確認ができない方は、どうしたらいいんでしょうかね。皆さん、

どうされたらいいと思いますか。それが１つの課題なんです。  

 この方は、お父さんが夜勤から帰ってきたら、確認はできるからまあまあいいかな

と。もう一人は、ヘルパーさんが来たら、何とか発見して問題があるかなという形

で、安易な考え方なんですけども、いざ、こういう、回ったときに返事がないといっ

たときに、どういう対応をするべきなんかなということが、私は回ってまして、実に

スムーズに回れたんだけども、それが非常に問題やなと。本番のときに、それがどう

なるかなということが心配な課題として、私は思っております。  

○山本淀川区長 

 ちょっと、よろしいですか。 

○福岡議長 

 区長さん、よろしくお願いします  

○山本淀川区長 

 いろいろな貴重なご意見、ありがとうございます。 

 この点につきまして、市のほうもいろいろ課題を、区長会では、安全・環境・防災
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部会というところがありまして、そこが一旦、二十何日ぐらい、比較的すぐに思いつ

いたやつを危機管理室のほうに上げておりまして、それを今、８つほどのカテゴリー

に分けて、動員体制でありますとか、区役所の災害対策本部と市との関係とか。今回

は比較的、そのときの被害は少ないように見えたんで、当たり前のように業務をやっ

ていたんですけれども、それが本当に正しかったのか。これは市会でも、震度６弱に

もなってたのに北区役所は普通に業務を続けていた、その判断はよかったのかって区

長さんに対して、ご質問とかそんな質疑もあったんですけども、今回、余震がなかっ

たからよかったんですけど、本来は、１号動員で、区役所の職員は全員、防災体制に

当たるということやから、一旦、通常業務は今日はもうやりませんと言うて、お帰り

いただくという判断もあったかもしれない。その辺のことでありますとか、先ほどか

らあります避難行動、要支援者の方の安否確認をどうすんねやとか、避難場所、避難

所の運営をどうする。災害に対する情報発信をどうすんねんとか、教育委員会との関

係はどうやとか、それ以外とか、いろいろカテゴリーに分けて、これからいろいろ、

区で取り組むべきもの、災害対策本部なり全市的に取り組むもの、それで区独自に取

り組むべきものとか整理をして、またいろいろご意見をお伺いしたいと思います。  

それで、部会のほうでも、そういう整理で、市長のほうも当初は、２カ月ぐらい

をめどにとおっしゃっていたんですけど、とりあえず８月の頭には一度、中間打ち合

わせをしようということで、区の中でも今日いただいたご意見を含めまして、今まで

地活協、地域会議で行ったときにもいろいろ地域担当のほうがお伺いしていますし、

その辺のご意見をしっかりいろいろ整理をして、すぐに答えが出るものと、もう少し

時間をかけて検討せなあかんものとあるかと思います。その辺の整理をしっかりやっ

ていきたいというふうに思っています。それで、その辺の、福岡議長がおっしゃった

ような点も、ちょっとそういう課題の中にしっかり挙げさせていただきたいというふ

うに思っております。 

○福岡議長 
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 ありがとうございます。 

 安否確認の件につきましてはこれぐらいにして、何かほか、この地震、あるいはそ

の後に大雨がありましたですよね。その辺も含めて、いろいろ考えさせられることが

多かったんじゃないかと思うんですけど、その辺で感じられたことをお話をいただけ

たらと思いますけども。 

○福島委員 

 いいですか。 

○福岡議長 

 はい。福島委員、よろしくお願いいたします。  

○福島委員 

 福島です。お願いします。 

 うち、子どもは中学生なんですけれども、地震の日は普通に登校していきました、

危ないけども、避難所になってるのでとりあえず学校にということで。中学生はその

後、自宅にということで、皆さん帰ってきたんですけど、今度、うちの家のことだけ

でいうと、主人はもう仕事に行った後で、私は職場があって、電車がとまってるの

で、来てくださいということで出勤しないといけなくなったんですね。そうすると、

自宅待機してる子どもが放ったらかしになるという状態になったので、とりあえずお

隣のお宅に預けていただいて、親戚のおばさんとこに行ったんですけれども、行くと

ころがなかったらどうするんやろうなというのをちょっと思ったのと、自宅待機はい

いんですけど、自宅に親がいていないところはどうしたらいいのかなというのがあっ

たので、とりあえずは、わかってるところに、おうちに帰るという状態で、何もいな

いとこに帰るってことがなかったみたいなんですが、皆さん働いておられる世代の中

で、帰されても困るなというのもあったんですけれども、今回は、地震の被害が少な

いということで自宅待機でということだったんですけど、ちょっとその辺も考えても

らったらなというふうに思いました。  



19 

 

 さっきの雨の被害のことなんですけれども、ブルーシート、うち十八条なんですけ

ど、たくさんではないんですが、ちらほらあります。まだ地震で瓦が落ちてかけてあ

るんだろうというところに、この間の雨がたくさん降って、広島やあそこまではひど

くないですけれども、多分、その後また何か被害に遭われてるんじゃないかなという

ふうに思いました。 

 だから、その後の処理の仕方だとかというのは、多分、個々に任されていて、行政

ではまだ動けてないのかなというふうには思ったので、被害に遭われた方が、そんな

にひどくなかったら、どうすればいいのか、多分、困ってらっしゃるんじゃないかな

というふうには思ったので、自分で手を挙げられて大変なんですって言える人はいい

と思うんですけど、なかなか声を上げれない方とか、自分の家が壊れてるけれど、ど

うしたらいいのかなというふうに思ってらっしゃる方がたくさんいるんじゃないかな

というふうには思ったので、声の出ないとか、聞こえない方とか、もちろん含めてそ

うですけど、自分がどうしていいのかわからない方の手当てをちょっと考えてもらっ

たらなというふうには思いました。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 何かそのほか、ございますでしょうか、ご意見。 

○増田委員 

 はい。 

○福岡議長 

 増田委員、どうぞ。 

○増田委員 

 増田です。今の福島委員と近いかもしれないんですけれども、やっぱり、地震後、

子ども達がすごく心を痛めた部分というのがあって、１人でエレベーターに乗れない

とか、それから１人で学校に行けないとか、お留守番が１人でできないというような
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ことがあって、ちょっとずつ個人的なつながりから預かったりとか、預かり合いをし

たりとかしたんですけれども、今回の地震のことがあって、マンションとかがあると

ころに集会室があるので、そういったところで少し子どもが１人でいなくても済むよ

うな子ども避難所みたいなものを、平時のうちに決めておいてつくっていこうという

取り組みをしようと思ってるんです。そういったことを、ことしの防災訓練のメニュ

ーには入れていこうかなというふうに思っています。ただ、そこをつくったといって

も、そこに自分の知っている人がいなかったら、子ども達だって来にくいと思うん

で、やっぱりそういうところというのは、日ごろの顔のつながりを持っていくとか、

そういったことというのが大事だなというふうに今回のことで感じました。  

 私が書いた中で、多分、裏面の１２くらいのところからなんですけれども、やっぱ

り、よく津波避難ビルみたいなマークがあるんで、あんなマークでちょっとかわいい

子ども避難所みたいなマークをつくりながら、地域の中にそういったものを広めてい

きたいなというふうに今は思っています。  

 それと、あと、ちょっとそれと近いかもしれないんですけれども、別件なんです

が、比較的、私は大阪市防災アプリを活用しながら、おおさか防災ネットで情報をと

ってたんですけれども、なかなかそういうことを、今までにそういった啓発が、もう

ちょっとやっぱりしといたほうがよかったかなって思って、そういう情報がとれてな

かった、避難所が開設されているということも後で気づいたとかというようなお声を

たくさんいただいたんですね。今の５時５０分に出ている、子ども達に帰りましょう

という、あの防災無線というのは、何かそういう活用ができないのかなというのは、

ちょっと感じました。そういった声も少し出ていました。それで、今こういう状態で

すということが流されたら、少し安心するというようなこともあるんじゃないかなと

いうふうに思いました。 

 以上です。 

○福岡議長 
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 ありがとうございます。 

 そのほか、ご意見ございませんでしょうか。石田委員、よろしくお願いいたしま

す。 

○石田委員 

 田川の石田です。よろしくお願いします。  

 うちの田川の地域のことだけを言えば、避難所開設訓練という訓練は幾度となくし

ていたんですけれども、実際に地震が起きて、地域の人達だけで避難所を開設するこ

とができなかったんです。皆さんの地域では、地域の方が避難所開設をされたのかど

うかというのをちょっとお伺いしたいのと、どういった基準で、避難所を開設すると

いうものが決まっているのかどうかというのもちょっと疑問でしたし。  

○福岡議長 

 今のご意見、どうでしょうか。避難所を開設されたという地域の方、何かご意見あ

りますでしょうか。 

 増田委員。 

○増田委員 

 私達の地域は、去年の避難所開設のときに、開設キットをつくって、一番最初に来

た人が避難所を開設してくださいという形をとっていたんですね。何かいろいろな方

に相談をして聞いたら、アメリカではそういった形で、一番最初に来た人が災害対策

本部長になる。次の人は何をする。その次の人は何をするということで、３人ぐらい

で、意思決定をしておかないと、なかなか５人以上になると意思決定はできないの

で、３人集まったところで考えながら避難所をつくっていってくださいということが

あったんです。 

 そのやり方があったので、私は空振りでもいいから一番に行こうと思って行きまし

た。そのときに、直近参集の方が、もう避難者が来ていますって、そのとき２組の避

難者が来ていて、避難者が来ていますということを直近参集の人に言われて、じゃ、
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災害対策本部を立ち上げて、避難所を開設するんですねって言ったら、いや、もう開

設していることに、これはもうなっているんですみたいな感じなことを言われて、

あ、そうなんだ、もうここで、避難所は開設されているということなんだというふう

に思ったんです。そこに、職員さん２人いたので、じゃ、避難所を開設するので倉庫

に行って避難所のキットを出してきて、受付とか、そういったものを出していったん

ですね。 

 そのときに考えていたのは、じゃ、どこを総本部にするかということも、もう考え

ずに行こうというのがうちの地域で考えていたことで、まずは、校庭かもしれない。

校庭で３人で話し合ってたら、もうそこが本部だし、次は体育館かもしれない。その

次に、体育館で話し合ってるときには、そこが本部になるということで、本部もどん

どん移動させていこうということだったので、そのときには、２組だったので、体育

館の中で全てを災対本部も、それから受付も、備蓄置き場も全てを体育館の中にしつ

らえました。 

 そのときに、ちょっと危ぶまれていたのが、高層マンションの中で家庭用給湯器が

破損したために、床が水害になっている世帯のあるマンションがあるということが入

ってきたので、その世帯がどのぐらい来るかどうかわからなくて、そうなると、ここ

だけでは済まなくなるかもしれないけれども、小学校も傷んでいるしということで、

結構悩みました。ただ、結果、その人達も小学校では泊まらないという返事が来たの

で、じゃ、とりあえず体育館だけでそれはつくろうということにしたんですね。そう

やっていかないと、やっぱり今回の認識で、災害対策本部をつくるの、つくらないの

みたいな感じになって、役割の人が来なかったら、つくられなかったっていったら、

やっぱり話にならないし、まず行った人がつくって、空振りでもいいから、空振りだ

ったねということだったら、これはそれでいいことというふうにやっていこうと思い

ました。 

 今回そうやって、避難所をつくることができて、あの規模で実際にやれたというの
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は、すごくよかったです。訓練を何回やるよりも、すごく自分のためにはなったなと

いうふうに思ってます。 

 以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 そのほか、何か避難所、区長さん、よろしく。  

○山本淀川区長 

 今の避難所開設につきまして、本当にこれもいろんな課題が出ていて、開設の主は

どこになるんだというようなことで。本来でありますと、市の対策本部、そして区の

災害対策本部ということで、基本的には行政がということで。今回は、時間帯的に比

較的、職員が来ていましたんで、それで直近参集職員ということで、淀川区の職員じ

ゃないんですけど、淀川区の近所に住んでいる他所属の人がとりあえず来てくれて、

それで、これは本当にタイミング的に悪かったんですけど、もうこの災害、６月１８

日ということで、１４日ぐらいに入れかわったんで、ほとんど場所もわからないよう

な人なんですけども、その人らにとりあえず予定されているところで避難者の方が来

るかどうかわかれへんけど、とにかく鍵をあけに行ってくれということで地図を見な

がら行ってくれたような状況だったんです。ただ、これが時間帯がずれていますと、

恐らく区役所の職員、直近参集職員もなかなかそれぞれの地域まですぐに駆けつける

人数が確保できない場合は、これはもう実質的に、その避難所に近い地域の方々、鍵

を預かっていただいている方々のお力をかりないと開設することはできないようにな

っておる、それを具体的に、こんなときはどうすんねんというような基準をしっかり

平常時から決めとかんとあかんなというのが大きな課題になっていますので、ちょっ

とその辺、しっかりやっていかないと。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。 
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 そのほか、避難所を開設された方のご意見をお伺いしたいんですが。  

 実は、私は店のほうに行ってましたんで帰って、まず自分自身のマンションを確認

して、ひどい、大分とやられたんですけども、今回、被災証明もらったんですけど

ね。ということで、自分とこのマンションのエレベーターの中に人が閉じ込められて

ないかということを確認しまして、それで小学校のほうに行ったんですけどね。もう

既に２人の方が避難されてたんですけども。私は西中島で、実はそのお２人は西中島

の方じゃなしに、隣の木川の方。近いところからお２人がなぜ来られたかというた

ら、余震が怖いからということが理由だったんですけどもね。それ以上増えませんで

したんで、私は実は増田委員のように、本部を立ち上げるわけじゃなしに、ここにい

てたらいかんと、もう増えませんし、もっとやらなあかんことがあるということで、

先ほどの要援護者のほうを回ったわけなんですけども。 

 そこで、私が思ったことは、ここで一番目に書いたんですけども、増田委員が言わ

れたように、実は３人集まったんですよ。３人集まったら、そこでそれこそ開設でき

る。大きなことはやらなくってもいいと、最初はですよ。ある程度、落ちついたら、

対策本部が動いたらええと。ですから、来た者だけで開設したらいいんだというふう

に、私はこのとこをつくづく思ったんです。このときは、鍵は、実は２人の方が避難

されたので、学校があけてくれはったんですよね、体育館を。じゃ、地域の者が鍵を

あけたわけでも何でもないという形で、これが夜やったら、どこかへ鍵をとりに行か

なあかなんだと思いますけどもね。ということで、集まった者でまずやれる体制でや

ったらいいんじゃないかなというふうにつくづく思ったんです。それで、対策本部は

それからゆっくりと動いたらいいんじゃないかなというふうに、私はつくづく思いま

したですね。 

 そのほか、何かご意見ございますでしょうか。あともう一つぐらい、時間いただい

て。次に移ってよろしゅうございますか。それでは、次に移らせていただきます。 

 議題２の部会報告でございます。各議長さんのほうから、５月と６月に開催されま
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した部会の報告をいただきたいと思います。  

 まず、安全・安心まち部会の内容を、泉議長様からよろしくお願いをいたします。  

○泉委員 

 それでは安全・安心なまち部会を代表して報告いたします。  

 お手元の資料３、安全・安心なまち部会、議事要旨をご覧ください。 

 当部会は５月１６日に開催し、委員８名中７名が出席いたしました。  

 議題は、「平成２９年度運営方針の区役所による自己評価について」と、「次年度運

営方針の素案策定に向けて」でございます。  

 区運営方針の経営課題１、安全・安心なまちづくりに掲げられた取り組みを中心に

協議いたしました。 

 各委員会から寄せられました主な意見や質疑についてご紹介いたします。  

 まず１つ目のテーマ。防災対策でございますが、先ほどの内容と重複するところも

ございますので、ここでの紹介は割愛させていただきます。委員の皆様でご一読いた

だきますようお願いいたします。 

 次のテーマは防犯対策でございます。５ページをご覧ください。防犯対策について

は自転車盗についての意見が幾つかありましたのでご紹介いたします。  

 １つ目。自転車盗を減少させる対策として、自転車をとめる場所に「ロックをしま

しょう」という啓発文を掲載したり、安まちメールで周知してはどうかとのご意見に

対しまして、区役所からは、自転車盗の件数を減らすための今年度の取り組みとし

て、ワイヤーロックを配布し二重ロックの呼びかけを行っておりますとの回答がござ

いました。 

 関連して、二重ロックは確かに必要だが大変面倒だとのご意見があり、区役所から

は、ワイヤーロックを配布して淀川区内の自転車盗がどれくらい減少するか確認した

いと考えておりますとの回答がございました。 

 次のテーマは、地域福祉の推進でございます。５ページの一番下のご意見になりま
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す。地域福祉活動に参加したことのある区民が１７．３％ということですが、ボラン

ティア活動ばかりでなく、近所同士の挨拶なども福祉活動につながっているというこ

とを広報すれば、数値が上がっていくのではないでしょうか。また、「地域福祉活

動」という言い方を、「小さなおせっかい活動」などの優しい言い方に変えてもいい

のではないかと思いますといったご意見もございました。  

 また、区役所からは、平成２５年１１月に策定いたしました「淀川区地域福祉推進

ビジョン－おせっかい共和国宣言－」の改定を今年度予定しております。策定委員会

で議論いただいた上でのことになりますが、「おせっかい」という言葉は引き続き残

していきたいと思っておりますし、概要版やチラシを使った広報活動にも力を入れて

まいりますとの回答がございました。  

 次に、要援護者の見守りネットワーク強化事業での名簿作成のための同意書の内容

については、作成された名簿を地域の支援団体に渡してもいいというようなことも含

まれているのでしょうかといったご質問に対しまして、区役所からは、同意書には災

害時に防災の取り組み等をする地域活動グループへの情報提供と普段からの見守り活

動に活用という内容が含まれています。ただし、名簿については、各地域活動協議会

と区役所とで個人情報取り扱いに関する協定を結んでおり、報告していただいている

管理体制のもとで保管することになっていますとの回答がございました。  

 また、発達障がいのある方達への理解につながるような取り組みを、平成３１年度

に進めてはどうでしょうか。発達障がいのある方に対するちょっとしたサポートも福

祉につながっていると思うので、ちょっとしたおせっかいならしてもいいという人達

とつながるような取り組みも大切ではないかと思いますとのご質問に対しまして、区

役所からは、大阪市から要援護者支援名簿としてお渡しするのは、手帳をお持ちだっ

たり、認定を受けておられる方に限られます。それらに該当されない発達障がいのあ

る方の情報を把握されましたら、地域での見守りに結びつけていただきたいと思いま

すとの回答がございました。 
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 その他のご意見、回答につきましてはご一読いただければと存じております。  

 以上でございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。続きまして、教育・子育て部会の内容を泉水議長さんから

よろしくお願いをいたします。 

○泉水委員 

 こんばんは。泉水です。教育・子育て部会を代表して報告させていただきます。  

 お手元の資料４、教育・子育て部会、議事要旨をご覧ください。 

 当部会は５月１７日に開催し、委員７名全員が出席しました。  

 議題は、「平成２９年度運営方針の区役所による自己評価について」と、「次年度運

営方針の素案策定に向けて」です。  

 区運営方針の経営課題２、教育・子育て支援の充実に掲げた取り組みを中心に討議

しました。 

 各委員から寄せられた主なご意見や質疑について紹介いたします。  

 まず１つ目のテーマ、学校教育支援です。ご意見を幾つかご紹介します。議事要旨

２ページ目をご覧ください。 

 ①「全国学力・学習状況調査」について、現在は毎年同じ学年でデータをとってい

るのですが、学年が上がるごとに成績がどう変化するかがわかるようなデータのとり

方を工夫してもらいたいと思いますとのご意見がありました。  

 これに対して区役所からは、大阪市も学年を追って成績学力が上がっているかどう

か比較ができるように、学力経年調査「学校カルテ」を作成することになりました。

今後は学年が上がるごとにどのように成績や学力が変化するかを確認できるようにな

ると思います。ただ、まだ始まったばかりですので、学校や区役所独自で分析・活用

するのはこれからになると考えておりますとの回答でした。  

 運動、体力についてもご意見がありました。②「運動が好き」と答えた子が少ない
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ということですが、運動が好きな子は自分から進んで体を動かしていると思うので、

嫌いな子がどうしたら運動に取り組めるようになるか工夫する必要があると思いま

す。そのためには、軽いダンスや器械体操みたいなものを取り入れたり、運動部が行

っているものよりちょっと軽く運動ができる、例えば月に３回ぐらい運動するような

クラブなど、苦手な子が興味を持ってできるようなものがあればいいのではないかと

のご意見がありました。 

 これに対して区役所からは、運動が苦手な子に対してのアプローチは、非常に貴重

なご意見で、次年度に向けて検討してまいりますとの回答でした。  

 続きまして、３ページ目をご覧ください。③「ヨドジュク」の参加者が少ないよう

に思います。せっかくいい取り組みなので、もう少し受講者が増えればいいのではな

いかと思いますとのご意見から、区役所からは、「ヨドジュク」についてはご指摘の

とおり参加人数が少ないというところがございます。今年度から工夫したところは、

今まで単年度で事業者を選んでおりましたが、３年間同じ事業者で実施することにい

たしました。また、保護者の方から、「ヨドジュク」を離れたところでは遊んでいる

とのご意見もいただいておりますので、事業者に家でも勉強ができるような指導をご

家庭のほうへしてもらうよう伝えておりますとの回答がありました。 

 「ヨドジュク」については、ほかにもご質問がございました。④「ヨドジュク」は

板書型の塾形式か、それとも自主学習形式なのか。⑥実施場所が十三中学校・美津島

中学校・東三国中学校の３校ですが、もっと場所を分散化することはできないのか。

また、この事業の周知は万全にされているのかといったご質問に対して、区役所から

は、どちらかといえば自主学習形式で実施しております。セキュリティに問題なく実

施できる学校を選んでおり、当初は十三中学校と美津島中学校で開始しましたが、区

民の方から区の東側でも実施してほしいというご意見がございましたので、東三国中

学校でも実施するようになった経緯があります。参加者はどの中学校でも参加可能

で、実際に自分が通学している学校以外で受講している子どももおります。また、事
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業の周知については学校を通じてビラ等を配布しておりますとの回答がありました。  

 「ヨドジュク」の実施場所に小学校を加えることはできないのでしょうかとの質問

に、区役所からの回答は、実施の希望があれば、検討してみますということでした。  

 また、「ヨドジュク」のＰＲについて、中学校の入学式の日に保護者を集めてＰＴ

Ａのお話がありますので、そのときにチラシを配って案内をするのが効果的ではない

でしょうか。また、「ヨドジュク」のない日は遊んでいるという件についてですが、

子どもは家にいるとゲームやテレビがあるので勉強に集中できないと思います。地域

の会館や空いているスペースを利用して、勉強する場所と時間の確保をすれば自主的

に勉強できるのではないでしょうか。来年度以降、このことも検討していただけたら

と思いますとのご意見もありました。  

 また、６ページ⑯「ヨドジュク」ではなく、通常の塾に行くことはできないのかと

のご質問がございました。 

 質問について、大阪市のバウチャー制度を利用して、エントリーしている塾に通う

ことができ、かかった費用から月額１万円の助成を受けることができます。所得制限

はありますが、おおむね半数以上の生徒が該当する所得の設定になっておりますとの

回答がありました。 

 次に、「小学生補習充実事業」について、ご意見やご質問がありました。戻って５

ページをご覧ください。⑬「小学生補習充実事業」について、平成２９年度は１０校

中１校ができていなかったので、学力向上の意味からも全校で実施してほしいです。

⑭「小学生補習充実事業」について、実施方法や効果について教えてくださいとのご

意見とご質問がありました。 

 区役所からは、基本的には放課後に教室で有償ボランティアの方に入っていただい

て、宿題や子ども達がやりたいと思う勉強を見ていただいています。参加対象の子ど

もさんや補習の内容は学校にお任せしています。「小学生補習充実事業」を実施して

いない学校の中には、この制度とは別の制度を利用していたり、独自の取り組みを進
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めている学校もあります。効果については、平成２９年度実施の参加した子ども達へ

のアンケートでは、８０．８％の子どもが「勉強がわかるようになった」と回答して

いるので、内容的には悪くはなかったのではないかと考えていますとの回答でした。  

 また、「中学生の朝食喫食率向上」の取り組みについてご意見がありました。⑰子

どもが朝食を食べられない原因は把握されているのでしょうか。例えば、ご家庭の事

情で食べられないという子どもが多いのであれば、こども食堂の朝食版みたいなもの

を地域にお願いして提供してもらえる形をつくっていけば、喫食率が上がるのではな

いでしょうか。 

 区役所からは、淀川区のアンケート結果によると、朝食を食べない理由は、家庭の

事情よりも睡眠時間に左右されることが大きく、朝食を食べない人ほど睡眠時間が短

く食欲がわかないという結果でした。また、５５％の人が夜食を食べており、食欲が

わかない原因になっていると考えられます。約７割の生徒が朝の食欲が、とてもあ

る、ふつうにあると答えており、小学生では自分で食環境を整えることができなかっ

た人も中学生になると時間がなくて食べられなくても飲み物だけでも飲むなど、何か

は口にするようそれぞれ個人的に工夫はしているようです。今回９４８名の調査対象

者の１．４％が朝食を食べない理由に、その他を選んでおりますが、具体的な内容の

記述はなく詳しい理由はわかりませんでした。家庭の事情で食べられない子どもがど

のくらいいるのか、今後学校と連携して調査して参りますとの回答でした。  

 次のテーマは、子育て支援の取り組みです。７ページをご覧ください。①父親向け

の冊子ですが、いつからどういう形で配布されているのですか。また、配布すること

により成果はありましたかとの質問がありました。区役所からは、昨年の秋ぐらいか

ら母子手帳と一緒にお渡ししています。効果としては、子育て講座や子育てサロンな

どにもお父さんの参加が増えていると聞いております。また、区役所の窓口にもお父

さんが相談に来られていますとの回答がありました。  

 ②「発達障がい児のピアカウンセリング」で、当日キャンセルがあるということで
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すが、子どもを連れて区役所に来るのは大変なので、子育てサロンなど地域で実施し

てもらえば助かります。子育てサロンはお母さんの参加がほとんどなので、お父さん

の日があれば父親も参加しやすくなるのではないかと思います。また、「ピアカウン

セリング」の案内はどのようにされていますかとのご意見、ご質問がありました。  

 区役所からは、不特定多数の方が訪れる場所でカウンセリングを行うことは、プラ

イバシーや集中力などの観点から弊害が生じる可能性もあり適切ではないと考えてお

ります。なお、子育て支援室において、子育てに関する電話相談を受け付けるなど、

区役所へお越しになれない保護者の方へも柔軟に対応させていただいております。お

父さんの参加につきましては、子育てサロンはどの地域の方も参加していただくこと

ができ、土曜日の開催はお父さんも多く参加しているようです。また、ピアカウンセ

リングの案内は、１歳半健診と３歳健診時に受診者全員と、幼稚園、保育所、小学校

にチラシを配布しておりますとの回答でした。 

 その他のご意見、回答につきましては、ご一読いただければと存じます。  

 以上でございます。ありがとうございます。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。続きまして、コミュニティ力向上部会の内容を西尾議長さ

んからよろしくお願いをいたします。  

○西尾委員 

 ありがとうございます。コミュニティ力向上部会からのご報告をいたします。  

 お手元の資料５、コミュニティ力向上部会の議事要旨をご覧ください。私達は、６

月５日に開催しまして、委員７名中６名が出席いたしました。  

 議題は、「平成２９年度運営方針の区役所による自己評価について」と、「次年度運

営方針の素案策定に向けて」です。  

 区運営方針の経営課題３、つながるまちの実現。運営課題４、区民のための区役所

づくりに掲げられた取り組みを中心に協議いたしました。 
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 各委員から寄せられた主な意見や質疑内容についてご紹介いたします。  

 まず１つ目のテーマ、区民のお役に立つ区役所の取り組みです。議事要旨２ページ

をご覧ください。 

 まず、区役所がさまざまな機会を通じて、区民の意見やニーズを把握していると感

じる区民の割合が３５％。また、区政会議において各委員からの意見や要望、評価に

ついて十分に区役所や委員との間で意見交換が行われていると感じている区政会議の

委員の割合が、６０％以上という自己評価の設定は、ちょっと低いんじゃないか、こ

れをずっと取り組むのであれば、もう少し高い目標にしていただきたいという意見が

出されました。また、その目標値はどのような根拠に基づいて設定されたのかという

ことも質問されました。 

 区役所からは、アンケート結果も参考にしながら、毎年必ずステップアップしてい

くように目標値を考えておられるということと、それから、毎年少しずつではあるが

数値目標を伸ばしていきたいと考えていらっしゃるという回答がありました。 

 次のテーマは、住民が主体となって運営されるまちの取り組み、区民との協働によ

る快適で魅力あふれるまちの取り組みということです。 

 まず、地域活動協議会の役員の中では、会計の仕事は非常に大変です。中間支援組

織であるまちセンさん達に本当にご協力をいただいて、私なども５年前から始めたも

のが、すごく楽にはなっているんですが、その分また５年たってきたので、内容が複

雑になってきておりまして、すごく時間がかかるということで、簡素化をしてもらえ

ないかというお願いが委員の中からもございました。  

 そこで区役所からは、皆さんボランティアですのでご負担をかけないように、申し

わけないということをおっしゃっていましたし、また、いろんな地域で実施されたこ

とを見たり、それからまた、皆さんでご相談をされて、よりよい方向に持っていくこ

とを考えるということをおっしゃっておられました。  

 また身近な地域での声かけ、見守り、助け合い、支え合いを実感している区民の割
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合が、平成２８年度４６．５％、平成２９年度が４２．６％と下がっておりますが、

この理由について、地域でのつながりを実感している区民の割合が低いということが

記載されていましたが、下がっている原因をもっと具体的につかめたら、多様な広報

媒体が活用された情報発信と参加の促進を行なっていくという今後の対応の参考にな

るんじゃないですかという質問もされました。 

 大阪市でも実施されている無作為抽出アンケートの結果ですが、淀川区では２０代

や３０代の単身世帯もすごく多くて、地域の活動に参加されなかったりする世帯がす

ごく多くなっておりまして、また４０代、５０代、お勤めの方であれば地域に普段お

られないということで、なかなか町会とかそういうことにも参加されることが少ない

のではないかということを、もっと広報に力を入れることをしてみればどうかという

ような意見もございました。 

 また、その他のご意見では、ＬＧＢＴの取り組みについて、淀川区から発信されて

大阪市やいろんなところでできるようになりましたが、これをもっとすごいものにす

るためには、区だけの取り組みでなく、国から取り組んでいくということが大事だと

いうご意見なども出ました。 

 まだまだたくさんのご意見がございますが、皆さんのほうでご一読いただければと

思います。 

 以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。 

 以上、３議長さんからの報告につきまして、部会のほかの委員の方から補足説明と

いうのがございますでしょうか。 

 他の部会の方からも意見がございましたらよろしくお願いをいたします。  

ないようですから、次の議題のほうに進ませていただきます。 

 議題３の運営方針の様式見直しにかかる検討状況につきまして、事務局のほうから
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ご説明をよろしくお願いをいたします。  

○久保政策企画課長 

 政策企画課長の久保です。着座にて失礼します。  

 現在、運営方針の様式の見直しを市全体で検討しており、早ければ今年度に策定す

る 2019 年度の運営方針より様式が変更になる可能性があるため、淀川区では区政会

議委員のみなさまにもご意見をいただいた上で新しい運営方針のあり方を検討したい

と考えております。区政会議委員のみなさまからも現在の運営方針、あるいは新しい

運営方針の様式についてのご意見がございましたらこの場でいただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

 以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。運営方針の見直しにかかる検討状況につきまして、皆様

方のほうのご意見ございましたらよろしくお願いをいたします。  

○山本淀川区長 

これについては、本当にごく粗い言い方で言うて申しわけないんですけど、今ま

で運営方針ということで、平成２９年の運営方針なんかも資料１１で、すごく分厚い

ものでつけさせていただいているんですけれども、書き方について、市のほうで結構

がちがちに決められていたんです。  

 どういう用語を使うのかとかいうようなことでも、「中間アウトカム」とかそうい

うような用語が使われたり、これは委員の皆様方からもご指摘ありましたけど、「撤

退基準」が、もうやめてしまうのかと誤解を招くというようなこととかがございまし

た。「アウトカム」とか「アウトプット」とかいう言葉があるんですけど、どっちが

どっちだったかなと私自身もわからなくなるような形で、「アウトカム」といえば、

要するにどういう状況をめざすのかというような意味合いの言葉なんです。例えば、

歩道を設置しますというような事業があるとしたら、「アウトプット」というかその
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取り組みでいうと、歩道を何メートル設置しますというような、どれだけやんねんと

いうようなことが、今まで目標としてずっと挙げられてきたんですけども、本来はそ

れでどうすんねんと。要するに歩道を設置することによって事故件数を何パーセント

減らしますと、そのことによってどんな効果をめざしているんだというのも数値でわ

かりやすくしようというようなのがあれで、そういう求める状態を「アウトカム」と

いうんですけども、そんなの言われても「アウトカム」という用語からそういう状態

ってなかなかわからないですよね。  

 「撤退基準」も、これも役所がついつい最初やり出すとずっと続けがちだから、ど

こかで見直して、効果が上がらへんのやったらもう一遍やり直そうというような意味

合いで、一度見直す基準も設けておこうということで「撤退基準」となっているんで

すけども。 

 それと、量が非常に多いということで、これ、今まで役所の中でいろんな淀川区役

所でやっている施策全部をこの運営方針のＣｈｅｃｋで点検していけるようにという

ことでやっている事業、結構ほとんどここに運営方針で放り込んでいたんですけど

も、それを行政の者が進捗状況をＣｈｅｃｋする資料ではいいんですけども、こうい

った区政会議の皆様方にそれを全部見ていただくというのはちょっと違うのじゃない

か、ボリューム的に多過ぎるのではないか、もっと簡素化してわかりやすくすべきじ

ゃないのかというのを区長会でも提案していまして、要は、ちょっとまだこの様式１

についてはこういう様式でやれと。余り全部がばらばらになってもあかんけども、も

う少し具体的におろした、旧の様式２については、各区の判断で、もっと皆様方に見

てもらってわかりやすいような様式にしようということで、今、検討していますとい

うのが、ざくっとした運営方針の様式見直しにかかる検討状況ということで、まだそ

れを使ってどういうものにするというひな形は、まだお示しできていませんけれど

も、今後の分で、今後の運営方針は皆様方に見てもらって、よりＣｈｅｃｋしやす

い、見てわかりやすいものに変えていきたいという区役所の思いがあるということだ
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け、ちょっとご理解いただけたらなというふうに思っております。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

 この方式は淀川区独自でつくれるということですか。それともやっぱり大阪市の形

式にのっとってやるということですか。  

○山本淀川区長 

 今のところ、まだ方針も、かなり自由にやれるみたいなことを言っていて、またち

ょっと結構制限がかかってきているんですけども、今のところは、この資料１１で平

成２９年度の運営方針ということで、その現物を出させていただいているんですけど

も、そこで最初に様式１ということで、淀川区の運営方針の本当の概要版みたいなと

ころがあって、基本的には、この辺の様式１については、これは全区共通にしようか

と。その後、この様式１で主なものと書かれていることについて、個別にいろいろ考

える様式２については、各区でかなり工夫をして変えられるというような方向なの

で、その様式２については、ちょっと担当のほうに思い切ってわかりやすいものに変

えてほしいということで、今、これから検討させていただいて、皆さんのご意見をこ

れから聞いていきたいなというふうに思っている。ちょっと今、まだモデルが出てい

ないのでわかりにくいと思うんですけども、できるだけわかりやすいようなものに変

えていきたいというのが今の思いということです。  

○福岡議長 

 私なんかですと、Ｐｌａｎ、Ｄｏ、Ｃｈｅｃｋ、Ａｃｔｉｏｎで書いてもらうほう

がわかりやすいんです。この項目はＰｌａｎに入っているのか、Ａｃｔｉｏｎに入っ

ているのかとか、こういう紛らわしいので、我々から言ったらＰｌａｎ、Ｄｏ、Ｃｈ

ｅｃｋ、Ａｃｔｉｏｎで分けてもらったらわかりやすい。むしろ書きにくいのかもわ

からないですけど。書きにくいのかもわからないけど、わかりやすさというのはＰｌ

ａｎ、Ｄｏ、Ｃｈｅｃｋ、Ａｃｔｉｏｎで分けてもらうのが一番わかりやすい。それ
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ならスパイラルアップのあれがわかっていきますので。と私は思っています。独自の

方法ですから、また検討してみてください。  

 そのほか、皆さんご意見ございますでしょうか。それでは議題４に移ります。２０

１８年度運営方針の改定につきまして事務局よりご報告をお願いいたします。  

○久保政策企画課長 

 それでは、平成３０年度現行の運営方針の改定について説明させていただきます。  

 資料につきましては、資料８と１０をご準備ください。  

 まず資料１０のほうですが、「平成２９年度運営方針 区役所の自己評価」を抜粋

したものになります。先ほどの部会の報告にございましたが、平成２９年度運営方針

につきましては、区役所において実施した自己評価部分をまとめたものとなります。  

 部会ではそれぞれ関連する経営課題のみお渡ししておりましたが、今回は全ての経

営課題の自己評価を記載しております。区役所で振り返りを実施しました結果、現在

の運営方針につきまして、幾つか改定を行っております。  

 資料８のほうをご覧ください。資料８、「平成３０年度 淀川区運営方針の改定履

歴」ですが、左上に凡例を書いておりますが、削除した箇所につきましては二重線、

追加した場所には一重線を引いております。  

 それぞれ振り返った結果、目標値を上げたりもしくは下げたりという形で、修正を

施しておりますのでご一読をお願いします。  

 以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございました。２０１８年の運営方針の改定につきまして、皆様方のほ

うのご意見ございましたらよろしくお願いをいたします。  

 よろしゅうございますでしょうか。次に進ませていただいてよろしいでしょうか。  

 それでは、次の議題５のほうに移らせていただきます。区政会議委員の評価シート

につきましてご説明をお願いしたいと思います。  
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○久保政策企画課長 

 それでは、続きまして資料９に移らせていただきます。Ａ４の横版になります。

「市政改革プラン２．０（区政編）」に当たる２４区全区共通の取り組みとしまし

て、区政会議委員の皆様より、区政運営について評価を受けることになりました。  

 資料９の１枚目はご案内で、めくっていただきまして 2 枚目に評価シートの見本

をつけております。さらに３枚目ですが、評価のための参考資料としまして運営方針

の「取組実績と目標達成状況」を記載したものを１枚、見本でつけております。  

 １枚目、右下に記載しておりますが、この資料９は皆様に郵送をしております資料

を一部抜粋したものとなっておりまして、実際の評価は既に郵送でお届けしておりま

すシートにご記入いただきますようお願いいたします。  

 評価は平成２９年度の運営方針の「めざす成果及び戦略」について４段階でお願い

します。２枚目の評価シートをご覧ください。一番上のタイトルに、「平成２９年度

運営方針 淀川区区政会議委員評価シート」とあり、右に委員の方々のお名前の記入

スペースとなっております。枠の上に、「１．各戦略は総合的に見て、めざす状態の

実現に有効であったと思いますか？評価欄のどれか１つに○をつけ、そのように思わ

れる理由をご記入ください。」というふうに書いております。このシートは、経営課

題１の３つの戦略、「防災対策」、「防犯対策」、「地域福祉の推進」についての評価シ

ートを見本でつけております。 

 一番上の「防災対策」を例にしますと、「めざす状態」が、「全区民が災害時に迅

速、安全に避難できる状態」に向けての昨年度の取り組みについて評価をお願いしま

す。評価４が高評価の有効であると思うから、３のやや有効だと思う。２、あまり有

効だと思わない。１、有効だと思わない。の低評価になります。この４から１のどれ

か１つ当てはまる番号に○をお願いします。その下が、「評価理由」になります。記

入について大変な作業になりますので、全部ご記入いただく必要はありません。た

だ、１もしくは２を選ばれた方につきましては、今後の参考とさせていただきたいの



39 

 

で、具体的に理由をご記入いただくようお願いします。  

 評価をする際の参考資料としまして、平成２９年度運営方針と区政のレポート、報

告をさせていただいております「ＹＯＤＯ－ＲＥＰＯ」をご利用ください。「ＹＯＤ

Ｏ－ＲＥＰＯ」につきましても既に郵送でご自宅に送らせていただいております。  

 運営方針は、本日の資料１１が原本ですが、字が小さく見にくいものとなっており

ますので、「取組実績と目標達成状況」を抜粋したものを作成したのでご利用くださ

い。３ページのものが見本になります。  

 評価が終わりましたら、お手数ですが区役所まで提出をお願いします。ご自宅にお

届けしております評価シートに同封しておりました返信用封筒をご利用ください。  

 今後、盆踊りなり、夏季行事でお忙しいところ大変恐縮ですが、８月１０日金曜日

まで郵送なりでご提出のほう、よろしくお願いします。  

 説明は以上です。 

○福岡議長 

 今の事務局の説明に関しまして、ご意見あるいはご質問ございますでしょうか。  

 ございませんか。 

 本日の議題は以上なんですが、実は最初のところで遅れちゃってたんです。それで

大分と急いじゃったんですけども、ちょっと早く終わっちゃいますので、１５分ほど

余裕がございます。何かこれだけは言っておきたいなと、言い残したということがご

ざいませんでしょうか。 

○米山委員 

 ちなみにこの評価シートは、子育て、コミュニティ全てが入りますよね。  

○久保政策企画課長 

 はい、全てが入ります。 

○米山委員 

 だから、たまたま私は安全担当ですけども、全てに対しての評価をするんですか。  
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○久保政策企画課長 

 はい。お手数ですが、全ての課題につきまして回答お願いいたします。  

○米山委員 

 はい。 

○福岡議長 

 そのほかございませんでしょうか。泉水委員よろしくお願いします。  

○泉水委員 

 泉水です。最初の地震のことと豪雨災害のことについてなんですけども。まず地震

に関して、当地区は三津屋小学校なんですけども、地震の際、避難所である講堂が問

題なかったんですけども、なんと次の日にガラスが割れていたという件もあります。

耐震の基準が４０年ということで、建て替えの基準が４０年というところを超えてい

るんですけども、補修ばかりして、ちょっとみんな不安がっているというところもあ

りますので。それと、先ほどもありましたけども、校舎のほう、継ぎ目のところへひ

び割れが出ていたりとか、校舎のほうも４０年以上たっています。そういったところ

を、やっぱり避難所として使うのであれば、子どもの安全等もありますけども、でき

ればそういったところに予算を投入していっていただきたいなとは思っております。  

 それと、豪雨災害のほうなんですけども、これは淀川区役所の問題じゃないんです

けども、国土交通省の管轄になるんですけど、私は水防団に入っているんですけど

も、雨の日、ずっとＮＨＫの水位のほうを見ていたんですけども、水防団待機水位と

いうことで、これはちょっと危ないなということで待機はしていたんです。招集の連

絡もなかったんですけども、次の日が鉄扉訓練といいまして、神崎川の鉄扉を閉める

訓練が前々から予定されていました。それが中止になったということで。なぜ中止に

するのかなというところがありまして、本来ならばそういったときには水防団待機と

いうところ出ているのに、行事を中止するんじゃなしに、訓練じゃなしに実際の、そ

こに集まって状況を見てどう判断するかということをやってほしかったなと思ってい
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ます。 

 これは区役所の問題じゃないんですけども、国土交通省なり、もし大阪市なりにお

伝えできるのならしていただきたいなと思います。  

 以上です。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。そのほかご意見。もう少し時間ございますので。泉委員、

よろしくお願いします。 

○泉委員 

 参考に、この評価シートの評価なんですけども、「４．思う」から「１．思わな

い」とあるんですけども、よくあるこういう評価基準で「思う」、「やや思う」、その

次に「どちらとも思わない」、例えば「思う」をプラス２という数字で置きかえた

ら、２、１、０、－１、－２というような評価の仕方というのがあるので、いろんな

分析するときに「どちらとも思わない」というのが間に入ると、より鮮明に分析でき

るというのも、こういう調査物はそういう５段階評価というのが割と定説ではあった

んです。４でもいいんですけども、ちょっと参考にお伝えしときます。  

○福岡議長 

 なるほど。ありがとうございます。何かほかにございますか。  

○石田委員 

 田川の石田です。先ほど泉水委員も言われたように、講堂が暑過ぎて、多分、今、

広島あたりで避難されている方も講堂で避難していると思うんですけど、大阪市の小

学校というのは講堂に空調施設が全然ないので、この大阪の暑さにまいってしまうの

ではないかと思うので、今、小学校の校舎には冷房が入ったんですけれども、できた

ら講堂に冷房とかそういうのってできる予算があるのか、ご検討いただきたいと思い

ます。 

○山本淀川区長 
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 そういうご要望はまた伝えていきたいと思いますけども、確かに講堂、箱が大き過

ぎて空調が効かないということで、例えば選挙業務なんかでも、冬はもうストーブを

置いたりとか、夏はちょっと大き目の扇風機を置いたりとか、それで何とかしのいで

いるような状況ですし、今回の報道でも非常に暑いということをＳＮＳとかで見た

ら、コンパクトクーラーというんですか、冷気がパイプから出てくる、スポットクー

ラーですか、そういうような物をご寄附いただいた避難所もあるけども、やっぱりそ

れは全面的にはなんですけど。 

 かなり予算額的に膨大な額にはなるかなとは思うんですけど、そういうご要望が区

政会議で出たというのは、今回、次で伝えていきたいというふうには思ってます。  

○福岡議長 

 今、小学校の天井はとっていますので。天井落下したらいけませんので。耐震の問

題でとって直接屋根になっていますから。直射日光当たりますから暑いと思います。  

 何かそのほか。 

○米山委員 

 今回の地震、火事はなかったんですけども、例えば、マンション等は廊下側が火が

回っていてベランダから逃げる場合、昔建ったマンションはパーティション突き破っ

て端っこまで行けたんですね。今、建築中のマンションは、みんなベランダから縄ば

しごでおりるようになっているんですよ。高齢者は絶対無理です。だから、コストの

面も考えて縄ばしごのマンションが多いと思うんですけども、人命を考えたらもうち

ょっと不手際があるなと私は常々思っているんです。これ、言ってみてもしようがな

いんですけど、疑問に思っただけです。どうぞ。  

○久保委員 

 いいですか。子ども見守り隊の安全と安心の状況におきまして、今回この震災にお

きまして、私も見守り隊の隊員なんですけども、小学生、中学生の子どもの登校、下

校の通学路、そこに、私の見た感じでは、素人ですが、ブロック塀の高い、危ないな
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という、そういうのがちょっと感じられるんですけども、一応行政のほうで、震災の

後、当然現場の調査とかもう済んでおられると思いますけども、そこらを大体踏まえ

まして状況はどんな感じだったんでしょうか。一応実施はもう済んでいるんですね。  

○榊原教育支援担当課長 

 教育支援、榊原です。災害が起こったすぐ後に、教育委員会から各学校のほうに指

示がありまして、暫定的な調査をしなさいということで、学校のほうで通学路の確認

をブロック塀も含めて一旦やっております。それからしばらくして、それは震災起こ

ってすぐですので、ぱぱっと見回っただけでしたので、もう一度、地図に落とし込む

ような形で調査をしなさいということで、これも教育委員会から学校のほうに指示が

ありまして、今、学校のほうで作成して、教育委員会に報告が上がっているところか

なと思います。ちょっと時間がかかっておるんですけども、その後、どういう形でそ

れを是正していくのか、学校の敷地の中にあるブロック塀についてはもちろん公的な

形で、公費で是正していくということになってくると思います。それもなかなか難し

い、すぐに今日、明日どうこうできるということではないんですけど、迅速にしてい

くところですけど、もう一つ問題なのは、いわゆる私有地にある塀についてです。

今、国のほうも補助金を割り振っていくとかいう話もありますし、その後、それを市

町村のほうで対応していくということになってくると思うんですけども、なかなかそ

こもどういう形で進んでいくのか、どういう申請を受けて、どういうふうな形でいく

というのかは、今、検討中と聞いておりますので、また情報等がありましたら、こう

いう場でもご報告させていただけたらなと思っております。  

 以上です。 

○久保委員 

 よろしくお願いします。 

○福岡議長 

 ありがとうございます。増田委員。  
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○増田委員 

 増田です。先ほど泉水委員からも出ていたんですけれど、やっぱり小学校が地域の

中で一番安全な場所ということには限らないなというのを、今回の地震でも痛感した

んです。その後の雨でも、新東三国小学校の体育館は４カ所雨漏りがしていて、今で

もタオルで押さえているような状態だったんです。今まで水害のための訓練というの

をしていないんですけれども、これだけ雨の被害が日本に多くあるのであれば、水害

訓練とかもしていかなきゃいけないなというふうに思っているところなんです。  

 資料９番の一番最初のところでも、全区民が災害時に迅速、安全に避難できる状態

ってどんなことなのかなというふうに考えたときに、じゃ、避難ってどこにするんだ

といったら、区民全員が自分の家以外に避難する場所が１００％あるというのは無理

なことだと思うんです。そうなると、本当に在宅であるとか、町会の中でどこか小さ

い避難場所をつくっていくとか、そういった考え方の転換期に来ているんじゃないか

というふうに思っているんです。 

 ちょっと前、部会の前のときの質問シートの中の資料６なんですけれども、私、質

問をした２番目のところで、防災訓練ってなかなかやはり参加者も固定化していて、

若い人達とか、単身者の方達というのは防災訓練に参加されていないと思うんですけ

れども、その人達に防災訓練に参加してもらうというのではなく、日々、防災意識を

高めるような、ちょっとおもしろいという言い方はいけないのかもしれないんですけ

れども、ちょっと興味をそそるような防災学習的な、アプリケーションみたいなもの

があれば、それぞれが個人で自助力を高めていくというような形にシフトしていって

もいいのではないかなというふうに思っていて、今、大阪市防災アプリって、災害が

起きたときというものに特化しているので、もしも大阪市のほうに提案ができるとき

があれば、あの防災アプリを少しバージョンアップして防災訓練というようなものを

つくって、自分が備蓄をしましたとか、家具の固定をしましたというところを自分で

記録できるような、そういったアプリに変えていくというのも一つの手なんじゃない
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かなというふうに思いました。 

 ちょっと時間があったので提案させていただきます。よろしくお願いします。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。 

○山本淀川区長 

 ありがとうございます。先ほどの資料９のところですけれども、ちょっと説明が、

全区民が災害時に迅速、安全に避難できる状態かということで、この評価していただ

くために、例えば次のページの防災対策に関して、ちょっと具体的な取り組みがこん

なになってくるということで例があって、それで情報収集については目標より上回っ

たなとか、ただ、地域防災力の向上でいろんなことをやったけども、地域の避難所を

知っている人の割合８５％にという目標をやったけど、実績はちょっとそこまでいか

なかったなとか、そういう取り組み等々をご参照いただいて、それで最終的にもう一

遍防災対策についていろんなことをやったけどそれが効果的だったか、どうですかと

いうようなことを評価していただくというような資料立てになっていて、本当に皆さ

ん方については非常に膨大な資料を見ていただくような形になるんですけども、それ

をお願いしたいということと、それと、確かに特に若い層の方にご興味いただくとい

う点でいけば、それと平常時からという点でいきますと、今、ご提案がありましたよ

うな防災アプリも、例えば何パーセント以上クリアできたら、別にお金はもらえない

ですけども、防災王とか、防災マスターとか何かそんなふうな評価を受けるとか、そ

のような平常時から余りかた苦しくなく興味を持ってもらえるということが、本当に

防災に関しては関心を持っていただいている方が結構もう固定化してしまって、なか

なか若い層に広がらないというのが課題ですので、今、ご提案いただいた内容につき

ましても、機会があればちょっと提案していきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。 

○福岡議長 
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 ありがとうございます。それでは時間がまいりましたので、進行は事務局のほうに

お返しをしたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。  

○榊原教育支援担当課長 

 先ほどのブロック塀の件ですけども、今の状況ですけども、ブロック塀の撤去を促

進する補助制度というのを、今、つくっているところでして、７月下旬から都市整備

局で受け付けをする見込みというふうになっているところです。今、ホームページを

確認しましたら、今そういう状況ですので、先ほど言ったところを訂正させていただ

きたいと思います。 

 ただ、これにつきましては、それを保有されている方が自主的に撤去したいという

ことでなければ撤去できないということもありますので、自主的にそういうことを考

えておられない方についての通学路での安全対策をどうしていくかということにつき

ましては、今、大阪市の危機管理室のほうでこの地震についての課題というのを集中

して検討していくというところもありますので、そういうところの中に課題として上

げていきたいと思います。 

 また、先ほど福島委員からいただきました、中学生の災害時の下校のときの取り扱

いにつきましても、これも全市的な、同じような状況だと思いますので、これも集中

して課題として上げさせていただいて、その中で解決を図るように働きかけをしてい

きたいと思います。 

 最後にすいませんでした。以上です。  

○福岡議長 

 ありがとうございます。区役所のほうから何か一言ほかにございますでしょうか。  

なければこれで終わりたいと思います。  

 どうもありがとうございました。  

 事務局のほうに返したいと思います。よろしくお願いいたします。  

○久保政策企画課長 
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 福岡議長、議事進行どうもありがとうございました。  

 なお、浅野委員もご出席いただきましたので、当初報告させていただきました出席

者２２名中１９名の出席という形でご報告させていただきます。  

 また、市会議員の皆様におかれましては、大変お忙しいところお越しいただきまし

て大変ありがとうございました。 

 なお、次回の区政会議、全体会議につきましては１１月ごろを予定しております。

また日程については今後調整をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いい

たします。 

 なお、本日の会議で質問ができなかったこと、もしくは今後質問を思いついたりと

いうことがありましたらば、先ほど資料確認でご案内させていただきました、ご質問

票をお書きいただきまして、お手数ですけども７月２７日までにご提出いただくと大

変ありがたく存じます。 

 それでは予定の時間もまいっておりますので、これをもちまして、平成３０年度第

１回区政会議を終了したいと存じます。  

 本日は長時間にわたりましてどうもありがとうございました。  

―了― 


